
 

 

 

 

 

 

 

 
 

           ながらまち協自主防災会 

 

            部会長 山本一男 

 
 

 平素は自主防災会の事業に対しまして、ご理解ご

協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

 本年度は皆様ご承知のように新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、総会は初めての経験になりま

す書面決議にて開催させて頂き、それぞれの議案す

べて可決承認を頂きました事を御礼申し上げます。   

また 11月に開催予定の長等学区自主防災訓練

も、本年度は中止という決定をさせて頂きました。

この事につきましてもご理解のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 今現在（9月中旬）新型コロナウイルス感染者は

減少傾向でありますが、秋に向けてまだ予断を許さ

ない状況かと思います。 

 さて、今年も九州地方に大型台風 9号・10号が

接近し多大なる被害が出てしまいました。被災者の

皆様に、あらためてお見舞い申し上げます。私達が

暮らす大津市にも、いつ何時大型台風・豪雨災害ま

た地震が起こるかわかりません。命に関わるような

災害の時は、「自らの命は自らが守る」という意識を

持ち、避難する事を優先して頂きたいと思います。 

 大津市ホームページの「新型コロナウイルス感染

症関連 災害時における避難所での感染症対策につ

いて」（避難行動判定フロー）では次のように書かれ

ています。 

 新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、

災害時に危険な場所にいる人は避難する事が原則で

す。ただ安全な場所にいる人まで避難場所に行く必

要はありません。避難先は、指定の小中学校・公民

館・公共施設だけでなく、安全な親戚・知人宅等に

避難する事も考えてみましょう。自分で用意できる

もの（マスク・消毒液・体温計等）があれば携行し

てください。指定緊急避難場所及び指定避難場所を

ホームページなどで確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この広報誌にもハザードマップなどの情報を掲載 

しているので、ご覧になってください。 

 自主防災会は今後も環境の変化や生活様式の中、

安心安全なまちづくりのため努力して参ります。コ

ロナ禍のなか、皆様が日々の生活を無事過ごされる

事を心よりお祈り申し上げます。 

 

令和２年度総会書面決議により実施 
 新型コロナウイルス感染防止のため、今年度の総

会は４月に書面決議を行いました。 

 各地域自主防災会長・防火委員等から書面表決書

を提出いただき、昨年度の決算や今年度の事業計画

・役員・予算等が承認されました。 

 

１１月の自主防災訓練は中止します！ 

避難所における感染防止対策など、コロナ禍にお

いても災害への備えはますます大切になっています

が、多くの皆さんが体育館などに集まって行う訓練

は感染リスクが避けられないため、11月 8日に予

定していた学区自主防災訓練は中止します。 
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 今回の自主防災会広報誌「長等の防災」には以

下の内容を掲載しています。いずれも大津市のホ

ームページに公開されているものですが、今一度

防災マップでご自身のお住まい箇所の状況をよ

く把握していただき、普段から避難の方法など各

自でよくご検討くださいますようお願いします。 

2ページ 知っておくべき５つのポイント 

3ページ 避難行動判定フロー（大津市版） 

4・5ページ大津市防災マップ（長等学区その 1） 

6ページ 防災マップ掲載情報の説明について 

7ページ 避難情報のポイント 

8ページ 避難情報のポイント解説 

防災マップは保存いただいて、 

ご活用ください。 

掲載の防災マップでは学区の北西端と南端が

欠けていますが、紙面の都合のため、ご了承お願

いいたします。必要な場合は、大津市ホームペー

ジをご覧ください。 



 



 



 
 



防災マップ掲載情報の説明について（抜粋） 

指定緊急避難場所 

大規模な地震や火災等の災害発生により、住家が倒壊及びその恐れがある場合、また火災の発生や延焼の恐れがある

場合に、住民が一時的に身の安全を確保するために避難する場所です。大津市では学校園のグラウンドや公園などを中

心に指定しています。 

指定避難所 

地震、風水害、火災等の災害発生により、住家が損壊・倒壊、浸水、焼失し、またはその恐れがある場合に、一時的に身

の安全を確保し、生活するための施設です。大津市では、学校園（主として体育館や遊戯室）や市民センター（公民館）な

どの建物を中心に指定しています。 

福祉避難所 

高齢者や障害者など、災害時、一般の避難所での生活に支障をきたす方を対象に、二次的な避難所として開設する施設

です。 

医療施設（病院） 

市内の病院のうち、救急告示病院を掲載しています。 

土砂災害危険箇所と土砂災害（特別）警戒区域について 

詳細は大津市ホームページをご参照ください。（下記枠線内を参照してください） 

重要水防区域 ・ 特に重要な水防区域 

重要水防区域とは、洪水時において、決壊、越水等の危険が予想される水防上警戒または防御の必要性を有する箇所

で、重要水防区域評定基準により河川管理者が指定します。 

重要水防区域のうち、特に重要な水防区域（水防上最も重要な区間）をいいます。 

活断層（確実度１） 

最近数十万年に、概ね千年から数万年の周期で繰り返し動いてきた跡が地形に現れ、今後も活動を繰り返すと考えられ

る断層(活断層)で、明瞭な地形的証拠からその位置が特定できるものを掲載しています。 

活断層（確実度２） 

活断層のうち、活動の痕跡が侵食や人工的な要因等によって改変されているために、その位置が明確には特定できない

ものを掲載しています。 

浸水想定区域 

浸水想定区域とは、洪水はん濫時に想定される浸水区域を県が指定し、浸水の程度などを示すもので、平成 31年 3月

19日時点の琵琶湖および流入河川の河道・洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨（琵琶湖流域の

120時間総雨量 555m、琵琶湖ピーク水位 B.S.L.＋2.6m）に伴う洪水により琵琶湖が氾濫した場合の浸水の状況をシミ

ュレーションにより予測したものです。  

なお、このシミュレーションの実施にあたっては、流入支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える

規模の降雨による氾濫、高潮や内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない

区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。 

 瀬田川(国管理区間)では、国が作成する洪水浸水想定区域を表示しています。 

 

 
上記は大津市ホームページ「防災マップ掲載情報の説明について」よりの抜粋です。全体は大津市

ホームページ＞暮らし・手続＞防災・災害＞防災マップ（ハザードマップ）・防災カルテ＞防災マップ（ハ

ザードマップ）・防災カルテ＞説明＞防災マップ掲載情報の説明について、にアクセスしてご覧くださ

い。ここから、別にある「土砂災害危険個所と土砂災害（特別）警戒区域の違い」へのリンクがありま

す。こちらも重要な情報ですので、ご確認ください。 

 



 



 


